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(57)【要約】
【課題】簡易構造であり、複数の試薬の保存安定性が高
く、試料液の移送を好適に制御できる試料液分析チップ
を提供する。
【解決手段】試料液分析チップ１０は、表面に複数の電
極対が形成された電気絶縁性の基板１１、スペーサ１２
を介して基板１１と貼り合わされたカバーを備える。基
板１１とカバー１３との間には、管状の試料液移送路２
５が存在する。移送路２５内の電極がない非電極領域に
は、第一、第二の反応試薬領域１４ａと１４ｂ、試料液
の物理化学的変化を検出する検出領域１５がある。電極
５１～５８は、移送路２５内で電極が露出した露出部を
含む。２組の隣接する電極対のうち、上流側の電極対に
下流側の電極対よりも高い電圧をかける。濡れ性が向上
した下流側の電極対の露出部に沿って試料液が移動する
。この作業を繰り返せば、試料液を空気口２５ｂ側へ段
階的に移送される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気絶縁性の基板と、
　前記基板上に形成された１対の電極を２組以上含む電極系と、
　スペーサを介して前記基板と貼り合わされた電気絶縁性のカバーと、
　前記基板と前記カバーとの間において前記スペーサにより規定された管状の流路であっ
て、試料液の流入口および前記流入口とは反対側に設けられた空気口を有する試料液移送
路と、
　前記基板上の試料液移送路内に形成された、反応試薬層が配置された１つまたは２つ以
上の反応試薬領域、および前記試料液の物理的あるいは光学的変化を検出する検出領域と
、
　前記流入口を含む前記基板上に形成された試料液の供給部であって、前記供給部に供給
された試料液が、毛細管現象によって前記流入口から前記試料液移送路内へと吸引される
供給部と、
　を備える試料液分析チップであって、
　前記電極系は、前記流入口近傍に配置された第一の電極対と、前記第一の電極対に隣接
した第二の電極対とを含み、
　前記第一の電極対を構成する電極の一部分は、前記流入口から前記試料液移送路の外側
に形成されており、
　前記第二の電極対は、前記第一の電極対よりも前記試料液移送路の空気口側に形成され
ており、
　さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置する場合には、
　Ｎ組目の電極対が、（Ｎ－１）組目の電極対よりも前記試料液供給路内の空気口側にお
いて（Ｎ－１）組目の電極対と隣接して配置され、
　前記電極対を構成する電極は、前記試料液移送路について対称であって、少なくともそ
の一部分が、前記試料液供給部において試料液が供給される領域、あるいは前記試料液移
送路内に配置され、かつ前記反応試薬領域には配置されない試料液分析チップ。
【請求項２】
　前記電極対を構成する電極の、前記試料液移送路の中央側の下流端部が、前記試料液移
送路の下流側に向かって突出しており、
　前記試料液移送路に沿って隣接する電極同士は、前記試料液移送路の移送方向に対して
鋭角をなす方向に延びる溝を介して分離されている請求項１に記載の試料液分析チップ。
【請求項３】
　前記反応試薬層が、酸化還元酵素と電子メディエータとを含み、
　前記検出領域が、前記反応試薬領域よりも前記試料液移送路内の前記空気口側に配置さ
れている請求項１に記載の試料液分析チップ。
【請求項４】
　前記検出領域は、前記基板の表面に配置され、測定極と対極とから構成された測定用電
極対を含み、
　前記測定極は、前記検出領域の中央部に配置され、前記測定極の幅が前記試料液移送路
の幅よりも狭い請求項３に記載の試料液分析チップ。
【請求項５】
　前記測定極が、前記反応試薬層で覆われている請求項４に記載の試料液分析チップ。
【請求項６】
　前記基板、または前記カバーのうち、少なくとも前記検出領域となりうる領域が、光透
過性を持つ材料で形成されている請求項１に記載の試料液分析チップ。
【請求項７】
　前記試料液移送路内において、隣接した２組の前記電極対の境界部付近に、前記試料液
先端の位置を感知する感知領域が配置されている請求項１に記載の試料液分析チップ。
【請求項８】
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　請求項１に記載の試料液分析チップを準備する工程と、
　前記第一の電極対および前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を
滴下する工程と、
　前記試料液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よ
りも大きい電圧をかける工程と、を有し、
　さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置する場合には、
　前記試料液移送路内において、前記試料液の流れに沿って隣接した任意の２組の電極対
のうち、前記空気口側に配置された電極対に、前記試料液移送路内にある試料液の先端部
分を接触させ、かつ静止させた状態で、
　前記任意の２組の電極対のうち、前記試料液移送路の流入口側の電極対に対して、前記
空気口側に配置された電極対の電圧よりも高い電圧をかける工程を含む試料液の移送制御
方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の試料液分析チップを準備する工程と、
　前記第一の電極対および前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を
滴下する工程と、
　前記試料液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よ
りも大きい電圧をかける工程と、
　前記感知領域において１の電極対に前記試料液が接触したことを電気的な変化として感
知する工程と、
を有し、
　さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置する場合には、
　前記試料液移送路内において、前記試料液の流れに沿って隣接した任意の２組の電極対
のうち、前記空気口側に配置された電極対に、前記試料液移送路内にある前記試料液の先
端部分が接触したことを前記感知領域によって感知した後、
　前記試料液を、前記空気口側に配置された電極対に接触させ、かつ静止させた状態で、
　前記２組の電極対のうち流入口側に配置された電極対に対して、前記空気口側に配置さ
れた電極対の電圧よりも高い電圧をかける工程を含む試料液の移送制御方法。
【請求項１０】
　前記電気的な変化が、前記隣接した任意の２組の電極対間の抵抗値の減少として感知さ
れる請求項９に記載の試料液の移送制御方法。
【請求項１１】
　請求項７に記載の試料液分析チップを準備する工程と、
　前記第一の電極対および前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を
滴下する工程と、
　前記試料液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よ
りも大きい電圧をかける工程と、
　前記感知領域において１の電極対に前記試料液が接触したことを光学的な変化として感
知する工程と、
を有し、
　さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置する場合には、
　前記試料液移送路内において、前記試料液の流れに沿って隣接した任意の２組の電極対
のうち、前記空気口側に配置された電極対に、前記試料液移送路内にある前記試料液の先
端部分が接触したことを前記感知領域によって感知した後、
　前記試料液を、前記空気口側に配置された電極対に接触させ、かつ静止させた状態で、
　前記２組の電極対のうち流入口側に配置された電極対に対して、前記空気口側に配置さ
れた電極対の電圧よりも高い電圧をかける工程を含む試料液の移送制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、試料液を分析する試料液分析チップ、およびこの試料液分析チップにおける
試料液の移送制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、分析・解析・検査技術の進歩によって、様々な物質の測定が可能となっている。
特に、臨床検査分野では、生化学反応や酵素反応、免疫反応などの特異的な反応に基づく
測定原理が開発され、病態に反映する体液中の物質を測定することができる。
【０００３】
　現在、その臨床検査分野において、ポイント・オブ・ケアテスティング（ＰＯＣＴ）と
呼ばれる臨床検査が注目されている。ＰＯＣＴとは、患者の近いところで行われる簡易迅
速検査を意味し、簡易な測定原理を採用することによって短時間のうちに試料液中の特定
成分を定量する。ＰＯＣＴでは、主に測定原理として、酵素反応や抗原抗体反応などの生
化学反応を採用している。酵素や抗体は、その反応相対物質を選択的に認知する反応特異
性が非常に高いだけでなく反応効率も高いことから、高感度で試料液中の分析対象成分を
測定できるためである。
【０００４】
　ＰＯＣＴは、一般的に試料液分析チップを用いて行われる。試料液分析チップとは、任
意の測定原理を採用することによって液状の検体である試料液を分析できる微小な測定部
材であり、例えば、バイオセンサやコレステロールセンサなどに適用される。現在、ＰＯ
ＣＴでは、測定手順を簡易にし、かつ検体を採取してから検査結果が出るまでの時間の短
縮を目的とした検査方法の実現に向けて様々な検討が行われている。それに伴って、試料
液分析チップには、小型で携帯可能であること、簡易な測定原理を採用することによって
操作が容易で、かつ高精度分析が可能であることなどの機能が求められている。そのため
、現在、これらの要望を実現させた試料液分析チップを提供するための様々な検討が行わ
れている。
【０００５】
　そこで、簡易迅速を可能とする試料液分析チップとして、例えば、スクリーン印刷など
によって少なくとも測定極と対極とからなる電極対を設けた絶縁性の基板と、この電極対
の表面に設けられた酸化還元酵素、および親水性高分子を含む酵素層と、電子受容体層と
を有するバイオセンサが提案されている（例えば、特許文献１参照）。このバイオセンサ
では、基質を含む試料液を酵素層へ滴下して酵素と基質とを反応させることにより、電子
受容体を還元する。この酵素反応が終了した後に、還元された電子受容体を電気化学的に
酸化するときに、測定される酸化電流値に基づいて、試料液中の基質濃度を求めるもので
ある。このバイオセンサは、例えば、グルコースを基質としたグルコースセンサとして有
用であるが、グルコース以外にも様々な基質の定量に広く利用されている。
【０００６】
　ところで、ＰＯＣＴでは、場合によっては複数の試薬を必要とする。このとき、従来は
、予め、試料液分析チップ内に複数の試薬を混合した状態で保存していたが、試薬の特性
が変化するなどして分析制度が低下するなどの問題が生じていた。そこで、複数の試薬を
安定して保存できる、すなわち保存安定性が高い試料液分析チップとして、例えば、酵素
および界面活性剤を含む試薬と電子受容体を含む試薬とを分けて配置することにより、各
試薬の保存安定性を向上させたコレステロールセンサが提案されている（例えば、特許文
献２参照）。また、酵素および界面活性剤を含む試薬と電子受容体を含む試薬とを分けて
配置するコレステロールセンサなどが示されている（例えば、特許文献３参照）。
【０００７】
　ただし、特許文献２、３に示された技術のように、複数の試薬を別々に配置すれば、各
試薬の保存安定性の高さは保たれるが、複数の試薬を微小な反応領域に送り、そこで各試
薬と試料液とを一度に混ぜた場合、試料液と各試薬とを混合するのに長時間要するという
問題がある。また、試料液の流れに沿って試薬Ａ、Ｂを順に配置した場合には、試料液中
の試薬濃度にバラツキが生じてしまい、全体的に均一な試料液を得ることが難しい。反応
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領域において試料液と試薬とを十分に反応させなければ、結果として分析精度が低下する
。そのため、試料液分析チップでは、試料液の移送を好適に制御することが重要である。
【０００８】
　試料液の移送を制御する方法としては、毛細管現象を利用する方法が知られている。毛
細管現象とは、試料液が移送される管内にて、管の内壁面と試料液との間に働く吸引力に
よって試料液が移動する現象である。例えば、特許文献３には、クロマトグラフ媒体とし
て多孔質の吸水性物質を使用し、毛細管現象によって試料液を移送するイムノクロマトグ
ラフ法用の分析チップが提案されている。イムノクロマトグラフ法とは、抗体が固定され
たクロマトグラフ担体に試料液を流して、その抗体と被検知物質とを結合させる、すなわ
ち抗原抗体反応を利用した分析方法である。
【０００９】
　さらに、核酸の高処理量シークエンシングの方法において、遠心力、あるいは遠心力と
毛細管現象とを組み合わせて試料液の移送を制御する方法が提案されている。その他にも
、流路に設けた電極に電圧を印加し、試料液の電極表面に対する表面張力を低下させるこ
とにより流体を移送する方法も提案されている（例えば、特許文献４参照）。このような
方法はエレクトロウエッティング現象を利用した方法とも呼ばれ、例えば、化学的アッセ
イなどにおいて、２次元に配列された電極を有するマイクロ流体構造を用いて、液滴を２
次元的に任意に移動させる機構が提案されている（例えば、特許文献５参照）。エレクト
ロウエッティング現象を用いる方法は、機構が単純でありながら、試料液を効率よくかつ
効果的に移送できる。また、試料液の移送に用いる電極は、試料液と試薬との反応を検出
するための測定用電極として用いることもできるので便利である。
【特許文献１】特開平２－０６２９５２号公報
【特許文献２】特開２０００－０３９４１６号公報
【特許文献３】特開２００６－１８９３１７号公報
【特許文献４】特表２００２－５３４０９６号公報
【特許文献５】特表２００５－５１０３４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　以上の通り、ＰＯＣＴに適した試料液分析チップとしては、簡易構造でありながら、試
薬の保存安定性が高く、かつ試料液の移送を好適に制御できるものが有用である。また、
試料液と試薬との反応を高感度で検出できる分析精度の高さが重要であることはいうまで
もない。
【００１１】
　試薬の保存安定性を高めるには、複数の反応領域を設置するなど、各試薬を別の領域に
保存することが有効である。また、試薬同士が混ざり合わないように、各試薬を隔離して
設置することが望ましい。ただし、複数の試薬を分けて保存しても、１つの反応領域にす
べての試薬を流入させると、試料液と試薬とを混合した溶液の試薬の濃度分布にばらつき
が生じてしまう。
【００１２】
　そこで、上記のばらつきを改善するためには、各試薬が保存された個々の領域に試料液
を段階的に流入させる構造とすればよい。ところが、複数の反応領域や検出領域を分けて
配置したとしても、反応領域から反応領域へ、あるいは反応領域から検出領域への試料液
の移送を制御できない場合がある。例えば、反応領域に試料液を長時間滞留させると、過
剰の試薬が試料液中に溶解するため、試料液が過飽和となる。このような試料液は、試薬
の濃度が不均一であるから、測定誤差が大きくなり分析精度は著しく低下する。そのため
、試料液を単に移動させるだけでなく、試料液の移送の停止／開始を任意に制御できる方
法の確立が望まれる。
【００１３】
　しかし、試料液を移送する方法として、例えば、特許文献３のように多孔質吸水性物質
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による毛細管現象を利用する方法では、毛細管現象は試料液の自発的な移動であるから、
試料液の移送をいったん停止させてから、再び開始するというような任意に移送を制御す
ることは難しい。そのため、試料液と試薬との反応に必要な時間、試料液を反応領域に留
めた後、検出領域に移送するなどの制御が不可能である。
　一方、特許文献４のように遠心力、あるいは遠心力と毛細管現象を組み合わせて、試料
液の移送を制御する方法では、遠心力を得るための回転機構が必要となるので、装置が複
雑になる。また、試料液分析チップを遠心力に耐えうる強度に設計する必要が生じるため
、チップの形状、材質が制限される。
【００１４】
　また、特許文献５のようにエレクトロウエッティング現象を用いる方法では、試料液の
移送路内に電極を露出させるなどして導電性を充分に確保した場合であっても、試料液を
移送するために数Ｖ程度の電圧を必要とする。この場合、試料液中の成分によっては、移
送時の電極に対する通電によって酸化還元反応が生じて、試料液と試薬との反応を検出す
るための化学反応と区別することができないおそれがある。これでは、酵素を試薬とし、
この酵素と試料液との酸化還元反応による電子移動を検出するような試料液分析チップに
適用することが困難である。このような電極近傍での酸化還元反応を抑制するために、試
料液の移送用にかかる面積が大きい電極の表面に、誘電体の薄膜を形成する手段が一般的
に知られている。しかし、この場合に電極にかける電圧は、数十Ｖ、あるいはそれ以上を
必要とするため、大掛かりな装置となり、簡易測定を目的とするＰＯＣＴに適用するには
有用であるとは言い難い一面があった。
【００１５】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、簡易な構造であり
ながら複数の試薬の保存安定性が高く、かつ必要に応じて停止、および移動を含む試料液
の移送制御が可能な試料液分析チップを提供することを目的とする。さらに本発明は、当
該試料液分析チップを用いた試料液の移送制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、反応領域と検出領域との設置条件、および試料液の移送を制御する方法
として、毛細管現象とエレクトロウエッティング現象とに着眼し、これらを組み合わせる
ことにより本発明を完成させた。
【００１７】
　すなわち、上記課題は、本発明の試料液分析チップによって解決される。
　［１］　電気絶縁性の基板と、前記基板上に形成された１対の電極を２組以上含む電極
系と、スペーサを介して前記基板と貼り合わされた電気絶縁性のカバーと、前記基板と前
記カバーとの間において前記スペーサにより規定された管状の流路であって、試料液の流
入口および前記流入口とは反対側に設けられた空気口を有する試料液移送路と、前記基板
上の試料液移送路内に形成された、反応試薬層が配置された１つまたは２つ以上の反応試
薬領域、および前記試料液の物理的あるいは光学的変化を検出する検出領域と、前記流入
口を含む前記基板上に形成された試料液の供給部であって、前記試料液供給部に供給され
た試料液が、毛細管現象によって前記流入口から前記試料液移送路内へと吸引される供給
部と、を備える試料液分析チップであって、前記電極系は、前記流入口近傍に配置された
第一の電極対と、前記第一の電極対に隣接した第二の電極対とを含み、前記第一の電極対
を構成する電極の一部分は、前記流入口から前記試料液移送路の外側に形成されており、
前記第二の電極対は、前記第一の電極対よりも前記試料液移送路の空気口側に形成されて
おり、さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置する場合には、
Ｎ組目の電極対が、（Ｎ－１）組目の電極対よりも前記試料液供給路内の空気口側におい
て（Ｎ－１）組目の電極対と隣接して配置され、前記電極対を構成する電極は、前記試料
液移送路について対称であって、少なくともその一部分が、前記試料液供給部において試
料液が供給される領域、あるいは前記試料液移送路内に配置され、かつ前記反応試薬領域
には配置されない試料液分析チップ。
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　［２］　前記電極対を構成する電極の、前記試料液移送路の中央側の下流端部が、前記
試料液移送路の下流側に向かって突出しており、前記試料液移送路に沿って隣接する電極
同士は、前記試料液移送路の移送方向に対して鋭角をなす方向に延びる溝を介して分離さ
れている［１］に記載の試料液分析チップ。
　［３］　前記反応試薬層が、酸化還元酵素と電子メディエータとを含み、前記検出領域
が、前記反応試薬領域よりも前記試料液移送路内の前記空気口側に配置されている［１］
または［２］に記載の試料液分析チップ。
　［４］　前記検出領域は、前記基板の表面に配置され、測定極と対極とから構成された
測定用電極対を含み、前記測定極は、前記検出領域の中央部に配置され、前記測定極の幅
が前記試料液移送路の幅よりも狭い［３］に記載の試料液分析チップ。
　［５］　前記測定極が、前記反応試薬層で覆われている［４］に記載の試料液分析チッ
プ。
　［６］　前記基板、または前記カバーのうち、少なくとも前記検出領域となりうる領域
が、光透過性を持つ材料で形成されている［１］から［５］いずれかに記載の試料液分析
チップ。
　［７］　前記試料液移送路内において、隣接した前記電極対同士の境界部付近に、前記
試料液先端の位置を感知する感知領域が配置されている［１］から［６］いずれかに記載
の試料液分析チップ。
【００１８】
　また、上記課題は、本発明の試料液の移送制御方法によって解決される。
　［８］　［１］に記載の試料液分析チップを準備する工程と、前記第一の電極対および
前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を滴下する工程と、前記試料
液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よりも大きい
電圧をかける工程と、を有し、さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極
対を配置する場合には、前記試料液移送路内において、前記試料液の流れに沿って隣接し
た任意の２組の電極対のうち、前記空気口側に配置された電極対に、前記試料液移送路内
にある試料液の先端部分を接触させ、かつ静止させた状態で、前記任意の２組の電極対の
うち、前記流入口側に配置された電極対に対して、前記空気口側に配置された電極対の電
圧よりも高い電圧をかける工程を含む試料液の移送制御方法。
　［９］　［７］に記載の試料液分析チップを準備する工程と、前記第一の電極対および
前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を滴下する工程と、前記試料
液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よりも大きい
電圧をかける工程と、前記感知領域において１の電極対に前記試料液が接触したことを電
気的な変化として感知する工程と、を有し、さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・
・・）の電極対を配置する場合には、前記試料液移送路内において、前記試料液の流れに
沿って隣接した任意の２組の電極対のうち、前記空気口側に配置された電極対に、前記試
料液移送路内にある試料液の先端部分が接触したことを前記感知領域によって感知した後
、前記試料液を、前記空気口側に配置された電極対に接触させ、かつ静止させた状態で、
前記２組の電極対のうち流入口側に配置された電極対に対して、前記空気口側に配置され
た電極対の電圧よりも高い電圧をかける工程を含む試料液の移送制御方法。
　［１０］　前記電気的な変化が、前記隣接した任意の２組の電極対の間の抵抗値の減少
として感知される［９］に記載の試料液の移送制御方法。
　［１１］　［７］に記載の試料液分析チップを準備する工程と、前記第一の電極対およ
び前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を滴下する工程と、前記試
料液が部分的に重なった前記第一の電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よりも大き
い電圧をかける工程と、前記感知領域において１の電極対に前記試料液が接触したことを
光学的な変化として感知する工程と、を有し、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）
の電極対を配置する場合には、前記試料液移送路内で前記試料液の流れに沿って隣接した
任意の２組の電極対のうち、前記試料液移送路の空気口側の電極対に、前記試料液移送路
内にある前記試料液の先端部分が接触したことを前記感知領域によって感知した後、前記
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試料液を、前記空気口側に配置された電極対に接触させ、かつ静止させた状態で、前記流
入口側に配置された電極対に対して、前記空気口側に配置された電極対の電圧よりも高い
電圧をかける工程を含む試料液の移送制御方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、簡易な構造でありながら複数の試薬の保存安定性が高く、かつ必要に応
じて停止、および移動を含む試料液の移送制御が可能である試料液分析チップを提供する
ことができる。また、その試料液分析チップにおいて、複数の電極対によるエレクトロウ
エッティング現象を利用することにより、試料液の移送を好適に制御できる。よって、本
発明の試料液分析チップおよび試料液の移送制御方法は、ＰＯＣＴのような簡易迅速検査
に有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　［分析チップ］
　図１は、本発明の試料液分析チップの態様の一例を示す図である。図１（ａ）に示すよ
うに、試料液分析チップ１０は、基板１１と、１対のスペーサ１２と、カバー１３とを有
する。試料液分析チップ１０は、スペーサ１２を介して基板１１とカバー１３とが貼り合
わされた一体化構造をなし、基板１１とカバー１３との間にスペーサ１２によって規定さ
れた管状の空間を備える。この空間は、試料液の流路である試料液移送路となる。図１（
ａ）のうち符号２５を付した断線部が試料液移送路となる部分である。
【００２１】
　基板１１の表面には、試料液移送路２５の内側となる領域に、第一の反応試薬領域１４
ａと、第二の反応試薬領域１４ｂと、検出領域１５とが配置されている。また、基板１１
の表面には、これらの反応試薬領域などが配置されていない領域に、電極系が形成されて
いる（図１では図示しない）。電極系とは、１対の電極（電極対）を２組以上含む電極対
の集合を意味し、試料液の移送を制御するために用いられる。電極系を構成する電極対や
試料液の移送を制御する方法などは後で詳細に説明する。
【００２２】
　基板１１は、漏電を防止するなどの目的から、電気絶縁性の材料で形成される。電気絶
縁性の材料は、特に限定されないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）や
ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどが挙げられる。ま
た、基板１１は、その厚さが非常に薄いフィルム状であっても、ある程度の厚みを持たせ
た板状であってもよい。基板１１の厚さは、特に限定されるものではないが、試料液分析
チップの小型化を実現し、携帯性を高めるなどの観点からは、かかる厚さが１００～１０
００μｍ程度であることが好ましい。
【００２３】
　スペーサ１２は、基板１１上の任意の位置に対向して配置されている。この対向するス
ペーサ１２の間隔によって、試料液移送路２５の幅が規定される。スペーサ１２を形成す
る材料は、基板１１と同じ材料であってもよく、特に限定されるものではない。また、ス
ペーサ１２は、基板１１とカバー１３とを結合させる接着部材として作用する。そのため
、スペーサ１２の表面には、基板１１やカバー１３との接着性を向上させるための接着層
があってもよい。接着層は、汎用の接着剤などによって形成された層をいう。接着剤の種
類は特に限定されないが、基板１１やカバー１３と反応せず、かつ溶解しないものがよい
。具体的には、アクリル系樹脂などが挙げられる。
【００２４】
　カバー１３は、スペーサ１２を介して基板１１と貼り合わされることにより試料液移送
路２５を形成する。カバー１３としては、基板１１と同様に漏電を防止するなどの目的か
ら、電気絶縁性の材料で形成されたものが好適である。電気絶縁性の材料は、特に限定さ
れないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリカーボネート、ポリス
チレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどが挙げられる。このとき、基材１１やカバー
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１３のうち、少なくとも試料液と試薬との反応変化を検出する領域（検出領域）は、光透
過性の高い材料で形成されていることが好ましい。このように基材１１やカバー１３のう
ち、検出領域をなす箇所の光透過性が高いと、試料液分析チップ１０において光学的に試
料液の変化を容易に検出できる。なお、検出領域については、後で詳細に説明する。
【００２５】
　第一の反応試薬領域１４ａ、および第二の反応試薬領域１４ｂは、反応試薬層が配置さ
れた領域である。反応試薬層とは、試料液中の特定成分の反応を進行させるための試薬を
含む固形または半固形（ゲルなど）の層をいう。試料液中の特定成分とは、主な分析対象
となる被検知物質を意味しうる。反応試薬領域は、試薬の使用数などに応じて適宜決定さ
れる。このとき、反応試薬領域は、基板１１上に１つまたは２つ以上あってもよい。反応
試薬領域を２つ以上形成すると、検査において複数の試薬を必要とする場合にも、試料液
と試薬とを反応させるまでの間、各試薬を１箇所に混合して保存することなく、試薬を別
個独立して保存することができるので、各試薬の保存安定性の高さが保たれる。また、複
数の試薬と試料液とを一度に反応させるのではなく、試料液と試薬との反応を個々に行う
ことができるため、試料液と試薬とをムラなく均一に反応させることができ、結果として
分析精度が向上する。反応試薬領域１４内に反応試薬層を１つまたは２つ以上設置する場
合、各反応試薬層の間隔は特に限定されず、試料液分析チップの形状や寸法に応じて適宜
決定すればよい。
【００２６】
　反応試薬層に含まれる主な試薬としては、例えば、試料液中の特定成分の化学反応を触
媒する酵素や、特定成分に特異的に結合する物質などが挙げられる。酵素の例には、コレ
ステロールの酸化を触媒するコレステロールオキシダーゼや、コレステロールデヒドロゲ
ナーゼなどが含まれる。測定対象がグルコースならグルコースオキシダーゼを、測定対象
がトリグリセリド（中性脂質）なら、リポ蛋白リパーゼとグリセロールデヒドロゲナーゼ
を用いて反応系を構築することができる。
【００２７】
　特定成分に特異的に結合する物質とは、化学的あるいは物理的に結合する物質を意味す
る。この中には、抗原に対して特異的な結合能力を有する抗体などが含まれる。抗体には
、公知のものを用いることができる。具体例としては、抗アルブミン抗体、抗ＨＣＧ抗体
、抗ＩｇＡ抗体、抗ＩｇＭ抗体、抗ＩｇＥ抗体、抗ＩｇＤ抗体、抗ＡＦＰ抗体、抗ＤＮＴ
抗体、抗プロスタグランジン抗体、抗ヒト凝固ファクター抗体、抗ＣＲＰ抗体、抗ＨＢｓ
抗体、抗ヒト成長ホルモン抗体、抗ステロイドホルモン抗体などが含まれる。また、抗体
を担持した粒子を用いてもよい。抗体を担持させる粒子は任意に選択すればよく、特に限
定されるものではないが、例えば、磁性金属粉、Ｆｅ３Ｏ４、γ－Ｆｅ２０３、Ｃｏ－γ
－Ｆｅ２０３、ナイロン、ポリアクリルアミド、などのポリマーとフェライトとの複合微
粒子などが挙げられる。これらの粒子は所望とするポリマーとフェライトとをシランカッ
プリング剤などを介して一体化させることにより形成することができるし、さらにはポリ
スチレンなどのポリマーの微粒子に化学結合させることによっても形成することができる
。
【００２８】
　また、反応試薬層には、酸化還元酵素と、電子メディエータとが含まれていてもよい。
酸化還元酵素とは、後述する電子メディエータに起因する電子移動を伴う酸化還元反応の
触媒となる酵素である。電子メディエータとは、コレステロールやグルコースなどから電
子を受け取る酸化剤として作用して還元状態となる電子伝達媒体をいう。電子メディエー
タの例には、フェリシアン化物イオンが含まれる。フェリシアン化物イオンは、フェリシ
アン化カリウムが水溶液中に溶解すると発生する。フェリシアン化物イオンは、コレステ
ロールやグルコースなどから電子を受け取ってフェロシアン化物イオンとなる。
【００２９】
　反応試薬層には、必要に応じて酵素反応を活性化させるための界面活性剤が含まれてい
てもよい。界面活性剤の例には、ポリオキシエチレン－ｐ－ｔ－オクチルフェニルエーテ
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ルやコール酸ナトリウム塩などが含まれる。ただし、界面活性剤を含む反応試薬層に接触
することによって試料液移送路２５の内壁面に対する試料液の濡れ性が向上する。濡れ性
が高められた試料液は、試料液移送路２５を下流側に自発的に移動することがある。よっ
て、後述する試料液の移送制御方法によっても試料液の移送をうまく制御することが難し
いことがある。そのため、界面活性剤を含む反応試薬層を形成する場合には、その反応試
薬層を試料液移送路２５内の最も下流側に配置することが好ましい。
【００３０】
　また、反応試薬層には、タウリン、マルチトール、カルボキシメチルセルロースなどの
物質が含まれていてもよい。これらの物質を含む反応試薬層は、表面形状が均一であり、
かつ反応試薬層に試料液が接触した場合、反応試薬層の試薬が、試料液に迅速に溶解しう
る。
【００３１】
　検出領域１５は、試薬と反応させた後の試料液に生じた変化が検出される領域である。
試料液の変化には、試料液の性状が変化する試料液の物理的変化と、試料液の特定成分が
化学的に別の物質に変化する化学的変化とが含まれる。ここで、性状の変化とは、色の変
化、液体から固体への状態の変化などを意味する。試料液の変化は、所望の検出手段によ
って光学的あるいは電気的に検出される。試料液の変化を光学的に検出するとは、試料液
の化学的または物理的な変化の挙動を、特定波長の電磁波に対する試料液の吸光度、透過
率、または一定領域に含まれる試料液中の固形物の外観的性状により判断することである
。光学的に試料液の変化を検出するための手段としては、例えば、吸光度計、画像処理装
置などが挙げられる。また、光学的な検出手段には、試料液の変化を肉眼で観測すること
も含まれる。
【００３２】
　光学的に試料液の変化を検出する場合には、検出に用いられる電磁波（目視の場合は可
視光線）が検出領域１５を透過する必要がある。よって、検出領域１５を構成する部材は
、光透過性の高い材料によって形成されたものが好ましい。光透過性の高い材料は、可視
光を含む光の透過性が高い材料であり、熱可塑性樹脂でありうる。中でも、ポリエチレン
テレフタレート、ポリカーボネートが好ましく、特に、ポリカーボネートは可視光に対し
て非常に高い光透過性を示すために有用である。
【００３３】
　試料液の変化を電気的に検出するとは、試料液の化学的または物理的な変化の挙動を電
気的な変化によって判断することである。電気的に試料液の変化を検出する場合の検出領
域１５には、電極などが形成されている。検出領域１５で用いられる電極系としては、測
定極と対極とから構成される測定用電極対が有用である。測定用電極対、並びに測定用電
極対によって試料液の変化を電気的に検出する方法は後で説明する。
【００３４】
　また、基板１１において少なくとも測定用電極が形成された領域のカバー１３は、光透
過性材料で形成されていることが好ましい。試料液と試薬との反応により生じた試料液の
変化を目視により検出することができるからである。
【００３５】
　図１（ｂ）は、一体化した試料液分析チップ１０を、その中心で長手方向に切断した断
面図である。図１（ｂ）に示すように、一体化した試料液分析チップ１０は、試料液供給
部Ａと、試料液移送路２５を備えた試料液移送部Ｂとを含む。試料液供給部Ａは、試料液
移送路２５の外側に位置し、後述する試料液移送路２５の流入口２５ａを含む領域である
。検査の際には、試料液供給部Ａの任意の位置に試料液が滴下される。
【００３６】
　試料液移送路２５は、試料液が流れる管状の流路である。試料液移送路２５の両端には
、流入口２５ａと、空気口２５ｂとが形成されている。流入口２５ａとは、試料供給部Ａ
から試料液を導入するための開口である。一方、空気口２５ｂは、流入口２５ａとは反対
の終端部に形成されており、試料液移送路２５内の空気を排出する。
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【００３７】
　試料液を移送するためには、試料液移送路２５の壁面が、試料液、あるいは反応試薬が
溶解した試料液に対して濡れ性を有することが必要である。ただし、試料液移送路２５の
壁面の濡れ性が高いと、試料液が自発的に移動するため、試料液の移送制御が難しい。よ
って、試料液移送路２５は、試料液に対する濡れ性の低い材料で形成される。例えば、試
料液が血液のような水溶液である場合には、試料液に対する濡れ性が比較的低いＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）やポリカーボネートなどのポリマーフィルムが有用である
。また、試料液移送路２５を構成する基板１１、スペーサ１２、カバー１３のうち、少な
くとも試料液が接触する面を、任意の材料で被覆して所望の濡れ性としてもよい。
【００３８】
　試料液移送路２５は、その断面形状が四角形であることが好ましい。試料液移送路２５
の断面の寸法は、試料液の移送を制御する上で重要な濡れ性に影響する。試料液を移送す
る場合には、試料液供給部Ａから試料液移送路２５内への試料液の自発的な流入や、試料
液移送路２５内で試料液を移送する際の試料液の逆流をできる限り避ける必要がある。試
料液の流入や逆流などの乱流を防ぐために、試料液移送路２５の断面が四角形の場合には
、その断面の幅が０.５ｍｍ以上５ｍｍ以下であり、高さが５～５００μｍの範囲にある
ことが好ましい。このように試料液移送路２５の断面形状を調節すれば、試料液移送路２
５に対する試料液の濡れ性を好適に制御できるので、試料液移送路２５内での試料液の乱
流が抑えられる。
【００３９】
　本実施形態のように反応試薬領域１４と検出領域１５とを分けて設置すると、反応試薬
領域１４から検出領域１５へと試料液を移送する際に、攪拌効果により試料液が流動する
ことから、検出領域で均一な試料液となる。
【００４０】
　次に、試料液の移送制御に必要な電極系について説明する。電極系は、基板上に形成さ
れた１対の電極を２組以上含む。図２は、図１に示した試料液分析チップを上から見た概
略図である。図２では、カバーの図示を省略し、また図１で示した部材と同じものには、
同じ符号を用いている。以下において、電極系の構造を主に説明し、電極系を用いて試料
液の移送を制御する方法については、後で詳細に説明する。
【００４１】
　図２に示すように、基板１１上には、試料液の移送を制御するための複数の電極５１～
５８が形成されている。電極５１，５３，５５，５７はそれぞれ、電極５２，５４，５６
，５８と、試料液移送路２５を基準として対称に配置されている。対象となる電極同士で
１対の電極対を構成する。また、試料液の流れに沿って隣接する電極の間には溝７１～７
６が切られており、各電極５１～５８は互いに分離されている。溝７１～７６は、試料液
の移送に重要な各電極の形状を規定する。試料液の移送を適切に行うために、試料液移送
路付近における各電極５１～５８の、試料液移送路２５の中央側の下流端部が、下流側に
突出している。つまり、試料液移送路２５付近における溝７１～７６は、試料液の流れに
対して鋭角をなすように設けられている。
【００４２】
　このように本実施形態の基板１１上には、４組の電極対が形成されている。これらの電
極対は、試料液の流れに沿って互いに隣接して配置されている。３組目以上のＮ組（Ｎ＝
３、４、５、・・・・）の電極対を配置する場合には、Ｎ組目の電極対が（Ｎ－１）組目
の電極対に対して、試料液移送路２５内の空気口２５ｂ側に隣接して形成されていればよ
い。以下の説明では、試料液の流れに沿ってもっとも上流側に配置された電極対を第一の
電極対と称し、試料液の下流側に向かって配置した順に、第二、第三、第四の電極対と称
する。
【００４３】
　第一の電極対は、電極５１と電極５２とから構成されている。電極５１と５２の一部分
は、試料液移送路２５の外側にある試料液供給部Ａ上に配置されており、かつ電極５１と
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５２のうち、試料液移送路２５の中央側の下流端部は、流入口２５ａ付近まで突出した形
状とされている。第二の電極対は、電極５３と電極５４とから構成されている。電極５３
と５４は、第一の電極対を構成する電極５１と５２に対して、試料液移送路２５の空気口
２５ｂ側に隣接して配置されている。
【００４４】
　また、第三の電極対は、電極５５と電極５６とから構成されている。電極５５と５６は
、第二の電極対を構成する電極５３と５４に対して、空気口２５ｂ側に隣接して配置され
ている。第四の電極対は、電極５７と電極５８とから構成されている。電極５７と５８は
、試料液移送路２５内のもっとも空気口２５ｂ側に配置されている。
【００４５】
　第一～第四の電極対を構成する電極５１～５８は、いずれも金属の薄膜であり、電極間
に設けられた溝７１～７６によって分離されている。また、電極５１，５３，５５，５７
と電極５２，５４，５６，５８との間には非電極領域５９が存在する。非電極領域５９と
は、各電極が配置されておらず電極として作用しない領域である。この非電極領域５９の
内部に、反応試薬領域１４ａと１４ｂが設置されている。試料液を移送するには、移送し
ようとする領域に応じて、第一～第四の電極対のいずれかに電圧をかける。通電によって
電極５１～５８が活性化されると、その表面での濡れ性が向上するので、試料液はエレク
トロウエッティング現象により通電された電極の表面にわたって拡がる。このとき、非電
極領域５９に設けられた反応試薬領域１４ａと１４ｂには、電圧が印加されないので、通
電によって反応試薬層の特性が変化することはない。
【００４６】
　図３は、流入口２５ａ付近の拡大図である。図３に示すように、電極５３～５６の一部
分は、試料液移送路２５内に露出している。この露出部分を「露出部」とも称する。露出
部は、試料液移送路２５内の試料液の流路に露出し、試料液と接触する電極の部位をいう
。露出部を含む電極の対に電圧をかけると、露出部が活性化されて親水性が高まる。露出
部の親水性が高まると、試料液に対する濡れ性も向上する。このとき、親水性が高められ
た露出部よりも上流側で静止していた試料液は、親水性が高められた露出部に引き寄せら
れるように移動する。図３では省略された第四の電極対も、同様の露出部を有する。
【００４７】
　試料液の移動に係る挙動は、露出部の幅ｘ１や露出部の形状に応じる。露出部の幅ｘ１
は、試料液移送路２５の幅Ｘに応じて適宜に設定される。露出部の幅ｘ１とは、露出部に
おいて、試料液移送路２５の壁面から試料液の流れに沿って略平行な電極を構成する一辺
までの最短距離をいう。露出部の長さｘ１と、試料液移送路２５の幅Ｘとの比であるｘ１
／Ｘは、１／２０以上１／４以下であることが好ましい。
【００４８】
　例えば、ｘ１／Ｘが１／４の場合には、試料液移送路２５の全幅のうちの半分が、電極
として機能する露出部となり、露出部を除いた残りの幅の半分が電極として機能しない領
域（非電極領域）となる。これにより、反応試薬層を配置する上で十分な領域と、試料液
の移送に必要な電力とを確保することができる。ただし、ｘ１／Ｘが１／４を超えると、
試料液移送路２５の非電極領域が非常に狭くなるため、電極対に電圧をかけると、試料液
移送路２５内を流れる試料液が通電するおそれがある。試料液が通電されると、試料液は
電気化学的に変性し、検出精度が低下する。また、試料液の移送制御が困難となり、場合
によっては試料液が検出領域に混入するため、電子メディエータが溶解した反応試薬が、
測定対象とは無関係に電極との相互作用で還元されてしまう。このような反応試薬の還元
反応は、酵素による還元反応と区別しにくいので、測定対象物質の正確な測定が困難にな
る。一方、ｘ１／Ｘが１／２０未満の場合には、露出部が過剰に小さくなるため、試料液
移送路２５の壁面の濡れ性を向上させることが難しい。
【００４９】
　より確実に試料液の移送を可能とし、電圧による試料液へのダメージを抑制するために
は、ｘ１／Ｘが１／１０以上１／５以下であることがより好ましい。例えば、試料液移送
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路２５の幅Ｘが１．０ｍｍの場合には、露出部の幅ｘ１を０．１ｍｍ～０．２ｍｍ以下と
すればよい。
【００５０】
　各電極対に挟まれながら電極として機能しない領域の幅ｘ２は、試料液移送路２５の幅
Ｘとの比であるｘ２／Ｘが１／２以上９／１０以下であることが好ましい。また、露出部
のうち、試料液移送路２５の中央部側であり、試料液を移送する方向に伸びた一辺の長さ
Ｌは、少なくとも反応試薬層の直径Ｄより大きくする。より好ましくは、一辺の長さＬを
、反応試薬層の直径Ｄに対して２以上とする。これにより、試料液の移送に十分なエレク
トロウエッティング現象を起こすことができる。
【００５１】
　露出部の形状は、試料液を、上流側から下流側へ適宜移動させることができるように設
計されている。電極の露出部は、試料液移送路２５の中央側の下流端部が試料液移送路２
５の下流側に向かって突出するように配置されている。試料液の近傍に設置された電極に
電圧をかけると、試料液は、通電によって濡れ性が向上した露出部の形状に沿うように移
動を開始する。よって、上記のように露出部の形状を規定すれば、通電によって活性化さ
れた露出部により試料液が上流側から下流側へ確実に誘導される。試料液の挙動は、通電
された露出部によって制御され、通電されていない露出部には影響を受けない。そのため
、通電された露出部と、未だ通電されていない露出部との境界付近で試料液は静止する。
【００５２】
　次に、図１に示した試料液分析チップ１０を用いて、本発明の試料液の移送制御方法に
ついて説明する。本発明では、試料液移送路２５に試料液を移送する際に、試料液移送路
中の壁面への試料液の濡れ性に起因する毛細管現象を利用する。
【００５３】
　毛管を液体中に垂直に差し込んだ場合に液体が毛管内に侵入しようとする力と、毛管上
昇の高さとの間には、次式の関係が知られている（田嶋和夫　他著「界面化学」、ｐ４１
、丸善、２００５）。
【数１】

【００５４】
　上記式より、液体と毛管表面のなす接触角が９０度以上であると、右辺はゼロまたは負
となるので、毛管上昇高さｈもゼロまたは負の値となる。すなわち毛管に液体が侵入でき
ない。従って、液体と毛管表面のなす接触角が９０度以下でないと毛管上昇が起こらない
ことが分かる。
【００５５】
　毛細管現象で試料液を移送する場合には、試料液移送路の壁面の濡れ性が重要となる。
そこで本発明では、前述したように、電極対を構成する電極に露出部（試料液移送路内に
露呈した部分）を設けて、試料液が接する電極の濡れ性を制御する。このとき、試料液の
流れに沿って、上流側の電極対から下流側の電極対へ、順番に適切な通電操作を行うこと
により、試料液を上流側から下流側へと段階的に移送する。
【００５６】
　よって、本発明の試料液の移送制御方法は、（１）上述のような本発明に係る試料液分
析チップを準備する工程と、（２）第一の電極対および前記第二の電極対と少なくとも部
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分的に重なるように試料液を滴下する工程と、（３）前記試料液を滴下された前記第一の
電極対に対して、前記第二の電極対の電圧よりも大きい電圧をかける工程と、を有する。
また、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置した場合には、前記試料
液移送路内で前記試料液の流れに沿って隣接した任意の２組の電極対のうち、前記空気口
側に配置された電極対に、前記試料液移送路内にある試料液の先端部分を接触させ、かつ
静止させた状態で、前記任意の２組の電極対のうち、前記流入口側に配置された電極対に
対して、前記空気口側に配置された電極対の電圧よりも高い電圧をかけることを特徴とす
る。この工程は、繰り返し行ってもよい。
【００５７】
　（１）の工程では、上述したような本発明に係る試料液分析チップを準備する。試料液
分析チップを構成する部材などについては、上述と同じであるため説明を省略する。また
、試料液分析チップの製造方法については後で詳細に説明する。
【００５８】
　（２）の工程では、試料液分析チップ１０に試料液を導入するため、試料液を滴下する
。第一の電極対および前記第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を滴下
することが好ましい。さらに好ましくは、流入口２５ａの手前であり、かつ流入口２５ａ
に接するように滴下する。
【００５９】
　試料液分析チップ１０は、点着部を有していてもよい。点着部とは試料供給部Ａにあり
、試料液移送路２５内への試料液の流入を容易にするように試料液が滴下される部位であ
る。点着部には、試料液の動きを円滑にするような物質を含む層が含まれていてもよい。
点着部は、流入口２５ａの上流側に設置することが好ましいが、その設置箇所は試料供給
部Ａの内部であれば特に限定されない。また、試料液を血液とする場合には、血球などの
固形成分の除去が必要なことがある。この場合には、基板１１上の任意の箇所に血液中の
血球除去用のフィルタを設置すればよい。フィルタの設置箇所は、特に限定されるもので
はないが、試料液中の固形成分を除去するためには試料液移送路内に設置することが好ま
しい。
【００６０】
　（３）の工程では、先ず、試料液を滴下された第一の電極対に対して、第二の電極対に
かける電圧よりも高い電圧をかける。第二の電極対にかける電圧は、正の電圧とすること
が好ましい。このとき、試料液は、通電によって活性化された第一の電極対に沿って、試
料液供給部Ａから試料液移送路２５内へ誘導される。さらに、試料液移送路２５内で試料
液は、活性化された第二の電極対の露出部に沿って下流側へと移動する。その移動により
試料液は、第二の電極対に挟まれた第一の反応試薬領域１４ａに接触し、その試薬が試料
液に徐々に溶解する。これにより、第一の反応試薬領域１４ａに保持されていた酵素など
の試薬と試料液とが反応する。試料液移送路２５内に誘導された試料液は、第二の電極対
の下流側に隣接し、未だ通電されていない不活性な第三の電極対に接触して静止する。
【００６１】
　第一の反応試薬領域１４ａに保持されていた試薬と試料液との反応が完了した後に、第
二の電極対に対して、第三の電極対の電圧よりも高い電圧をかける。先ほどと同様に、試
料液は、活性化されて濡れ性が向上した第三の電極対の露出部を覆うように拡がり始め、
第三の電極対よりも下流側へ移送される。試料液の移動は、第三の電極対と第四の電極対
との境界部まで進行するが、未だ通電されていない不活性な第四の電極対に接触して静止
する。
【００６２】
　このとき、試料液は、第三の電極対に挟まれた第二の反応試薬層１４ｂ内へと誘導され
、第二の反応試薬領域１４ｂに保管されていた試薬が試料液に徐々に溶解する。第二の反
応試薬領域１４ｂに到達した試料液には、既に第一の反応試薬領域１４ａの試薬が溶解し
ているため、新たな試薬と試料液との反応が好適に行われる。このように本発明では、複
数の反応を過不足なく段階的に進め、試薬が均一に溶解した試料液を、新たな反応試薬層
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へと移送することができる。また、試料液移送路２５の寸法を所定の範囲内で好適に調節
することにより、試料液の乱流を抑えることができるので、試料液を反応試薬層へと確実
に移送できる。
【００６３】
　第二の反応試薬領域１４ｂにおいて試料液と試薬との反応が完了した後に、第三の電極
対に対して第四の電極対の電圧よりも高い電圧をかける。これに伴い、試料液は更に、試
料液移送路２５内の空気口２５ｂ側に誘導される。第四の電極対は、空気口２５ｂの近傍
まで伸びているので、試料液は空気口２５ｂ部分まで誘導されて静止する。なお、基板１
１表面の第四の電極対で挟まれた領域は、金属薄膜の被覆が無く、透明な絶縁性の基板１
１が露出している。ここで、カバー１３は、光透過性の高い材料で形成されているため、
第四の電極対で挟まれた領域を検出領域として、光学的に試料液の変化を検出することが
可能である。この試料液の変化は、第一の反応試薬領域１４ａと第二の反応試薬領域１４
ｂとの成分が試料液に溶解し、所定の化学反応が生じた変化を含む。
【００６４】
　また、電極対に直流の電圧をかける場合には、より低電位側の電極対の方が電極面への
液滴の濡れ性向上の効果が大きい。そこで、隣接する電極対の間に電圧をかける場合には
、空気口側２４側の電極対が正になるように電圧をかけることが好ましい。
【００６５】
　以上のように、本発明では、試料液の流れに沿って隣接して複数の電極対を配置し、そ
の中から任意に選択した２組の電極対に対して電圧をかける。任意の２組の電極対は、試
料液の先端部分と近接している流入口側の電極対Ａ、および空気口２５ｂ側の電極対Ｂを
選べばよい。ここで、試料液を移送させる方向に対して上流側の電極対Ａの電圧は、電極
対Ｂにかける電圧よりも高い正の電圧とすることが好ましく、より好ましくは、電極対Ａ
にかける電圧を、電極対Ｂにかける電圧よりも＋２～３Ｖ高くする。これにより、通電に
よって活性化された電極対Ａ、Ｂの濡れ性が向上し、試料液は電極対Ｂの表面を覆うよう
に拡がり始め、空気口側へと徐々に移送される。ここで、電極対Ａにかける電圧を電極対
Ｂにかける電圧よりも低くすると、試料液の移送は可能であるが、本発明のように電極対
Ａにかける電圧を電極対Ｂにかける電圧よりも高くした場合と比べて明らかに移送速度が
遅くなる。
【００６６】
　この後、試料液は電極対Ｂの表面にわたって下流側へ移動し、電極対Ｂの下流外側近傍
で静止する。その理由は、通電されていない電極対Ｂの下流外側は不活性であり、試料液
の移送に必要な濡れ性が高くないからである。例えば、電極対Ｂの下流側に、通電されて
いない電極対Ｃが隣接している場合には、試料液は、電極対Ｂと電極対Ｃとの境界部付近
で静止する。このように、２組の電極対に対して好適に電圧を印加／停止する操作を繰り
返せば、移送／停止を含む試料液の移送制御が実現でき、試料液を目的地まで確実に移送
できる。
【００６７】
　また、本発明では、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・・・）の電極対を配置した試料
液分析チップにおいても、試料液を目的地まで確実に移送できる。この場合、先ず、第一
の電極対および第二の電極対と少なくとも部分的に重なるように試料液を滴下してから、
第一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも大きい電圧をかけることにより、活性
化された第二の電極対にわたって拡がるように試料液を移送し、試料液移送路内に試料液
を流入させる。次に、試料液移送路内で流入口側から空気口側まで隣接した任意の３組の
電極対を選択する。任意の３組の電極対は、試料液の先端部分が接触している電極対Ｄを
中央とし、その両隣に配置された２組の電極対Ｅ、Ｆを選択すればよい。選択した３組の
電極対のうち、試料液移送路のもっとも流入口側に配置された電極対Ｅに対して、電極対
Ｅと空気口側で隣接した電極対Ｄの電圧よりも高い電圧をかける。電圧の大きさは、２組
の電極対を用いる場合と同じように、電極対Ｄの電圧を、電極対Ｅの電圧よりも＋２～３
Ｖ高くすることが好ましい。このとき、３組の電極対のうちでもっとも空気口側に配置さ



(16) JP 2009-92514 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

れた電極対Ｆは通電せず（すなわち、電圧＝０）、不活性状態とする。すると、電極対Ｄ
に接触し、かつ静止していた試料液は、通電によって活性化された電極対Ｄの表面を拡が
るように移動し始め、電極対Ｄと不活性な電極対Ｆとの境界部で静止する。このように、
３組の電極対を適宜選択し、２組の電極対を活性化すると同時に、この２組の電極対のう
ち空気口側に配置された電極対と空気口側で隣接した１組の電極対を不活性化すれば、試
料液の移送／停止を制御しながら、試料液を確実に目的地まで移送できる。なお、試料液
を移送／停止する操作は、目的地まで繰り返し行えばよい。
【００６８】
　試料液を目的地までより確実に移送するためには、感知領域を備えた試料液分析チップ
を用いればよい。感知領域は、移送する試料液の位置を、感知手段によって電気的または
光学的に感知する領域であり、基板上の任意の位置に設置される。また、感知領域は、検
出領域と同様に光透過性の高い材料で形成された部材で構成されていてもよい。感知手段
については、特に限定されず、前述した検出手段と同じものであってもよいし、試料液移
送用の電極対であってもよい。より確実に試料液を目的地まで移送するためには、試料液
を移送させる目的地の上流側近傍に設置することが好ましい。好ましい設置箇所には、試
料液の移送に用いる隣接した、電圧を印加される２組の電極対のうち、空気口側に配置さ
れた電極対と、この電極対よりもさらに空気口側に隣接した、電圧を印加されない不活性
な電極対との境界部が含まれる。
【００６９】
　試料液の位置を電気的に感知する場合には、（ａ）電気的に変化を感知する感知領域を
備えた試料液分析チップを準備する工程、（ｂ）第一の電極対および第二の電極対と少な
くとも部分的に重なるように試料液を滴下する工程、（ｃ）試料液が部分的に重なった第
一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも大きい電圧をかける工程、さらに（ｄ）
感知領域において１の電極対に試料液が接触したことを電気的な変化として感知する工程
、を順次行う移送制御方法を用いればよい。さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・
・・）の電極対を配置する場合には、試料液移送路内において、試料液の流れに沿って隣
接した任意の２組の電極対のうち、空気口側に配置された電極対Ｂに、試料液移送路内に
ある試料液の先端部分が接触したことを感知領域によって感知した後、試料液を、電極対
Ｂに接触させ、かつ静止させた状態で、電極対Ａに対して、電極対Ｂの電圧よりも高い電
圧をかける工程を繰り返し行う。上述した「電気的な変化」は、試料液の移送を制御する
ために電圧を印加された２組の電極対の間の抵抗値の減少として感知される。例えば、試
料液が電極対Ｂの端部に接触すると、電極対Ａと電極対Ｂとの間の抵抗値が減少する。こ
の抵抗値の減少により、試料液の先端部分が電極対Ｂまで移送されたと判断される。
【００７０】
　試料液の位置を光学的に感知する場合には、（ｆ）光学的に変化を感知する感知領域を
備えた試料液分析チップを準備する工程、（ｇ）第一の電極対および第二の電極対と少な
くとも部分的に重なるように試料液を滴下する工程、（ｈ）試料液が部分的に重なった第
一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも大きい電圧をかける工程、さらに（ｉ）
感知領域において１の電極対に試料液が接触したことを光学的な変化として感知する工程
、を順次行う移送制御方法を用いればよい。さらに、３組以上のＮ組（Ｎ＝３、４、５・
・・）の電極対を配置する場合には、試料液移送路内において、試料液の流れに沿って隣
接した任意の２組の電極対のうち、空気口側に配置された電極対Ｂに、試料液移送路内に
ある試料液の先端部分が接触したことを感知領域によって感知した後、試料液を、空気口
側の電極対Ａに接触させ、かつ静止させた状態で、電極対Ａに対して、電極対Ｂの電圧よ
りも高い電圧をかける工程を繰り返し行えばよい。このとき、感知領域において、目視な
どを含めた感知手段によって試料液の先端部分の位置を確認し、試料液が所望とする位置
まで移送できたことを確認しながら適宜試料液の移送／停止に係る操作を行うと、より確
実に試料液を順次目的地まで移送できる。
【００７１】
　また、試料液の位置を感知する第一の感知領域とは別に、反応試薬層の変化を感知する
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第二の感知領域を設けることもできる。反応試薬層の変化とは、反応試薬層が試料液に溶
解あるいは反応することを意味する。第二の感知領域は、反応試薬層が配置された部位と
同じか、もしくはその部位の近傍に設置すればよい。反応試薬層で起こる試料液と試薬と
の反応挙動をより確実に観察するためには、第二の感知領域を、反応試薬層の近傍であっ
て、試料液の流れに対し下流側に設置することが好ましい。第二の感知領域に用いられる
感知手段は、上述した第一の感知手段と同じものを用いればよく、その中には目視による
観察も含まれる。
【００７２】
［試料液分析チップを用いた分析方法］
　次に、本発明に係る試料液分析チップを用いた分析方法について説明する。以下の説明
では、図１および図２で示した試料液分析チップ１０を用いて、血漿中のコレステロール
濃度を測定する形態について説明する。ただし、本発明の試料液分析チップは、血中のコ
レステロールを測定する方法に限らず、他の測定にも同様に用いることができる。
【００７３】
　診断指針として用いられる血清コレステロール値は、コレステロールとコレステロール
エステルの濃度を合計したものである。コレステロールの測定は、酵素（コレステロール
オキシダーゼ：ＣｈＯＤ）を用いて、コレステロールを酸化する測定方法が一般的である
。しかし、コレステロールエステルはＣｈＯＤによる酸化反応の基質になることができな
いので、コレステロールエステルをコレステロールに変化させるコレステロールエステラ
ーゼ（ＣｈＥ）を用いる方法が知られている。すなわち血清コレステロール濃度は、二種
の酵素を用いて、以下の反応Ａおよび反応Ｂを利用して測定される。
　反応Ａ：コレステロールエステル→コレステロール＋脂肪酸（酵素ＣｈＥによる反応）
　反応Ｂ：コレステロール＋フェリシアン化イオン→コレステノン＋フェロシアン化イオ
ン（酵素ＣｈＯＤによる反応）
【００７４】
　本測定では、第一の反応試薬領域１４ａに、フェリシアン化イオンを主成分とする反応
試薬層、第二の反応試薬領域１４ｂにＣｈＥ、およびＣｈＯＤを主成分とする反応試薬層
を配置する。このとき、例えば、仮に、ＣｈＥ、およびＣｈＯＤの両方を含有する反応試
薬層を、上流側に配置された第一の反応試薬領域に配置すれば、血液と、ＣｈＥ、および
ＣｈＯＤによる反応Ｂが生じる。反応Ｂは、フェリシアン化物イオンがない状態でも、血
液中に酸素があれば進行するためである。反応Ｂが開始すると、酸素が還元されて過酸化
水素が生成するので、その後に第二の反応試薬領域１４ｂのフェリシアン化イオンと血液
とを反応させても、フェリシアン化イオンを定量してコレステロールの濃度を正確に測定
できない。
【００７５】
　まず、試料液である血液を、試料供給部Ａ内であり、試料液移送路２５の流入口２５ａ
付近の点着部に滴下する。血液を滴下する際には、電極５１と５２から構成される第一の
電極対と、第一の電極対よりも空気口２５ｂ側に配置された第二の電極対とのいずれにも
接するように試料液を滴下する。
【００７６】
　第一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも＋２～３Ｖ程度高い電圧をかける。
これにより、血液は、第二の電極対の露出部を覆うように拡がり、試料液移送路２５内に
流入する。試料液移送路２５内に流入した血液は、第二の電極対と第三の電極対との境界
部で静止する。血液は、第二の電極対に挟まれた第一の反応試薬領域１４ａに接触する。
このとき、第一の反応試薬層が血液に溶解し、血液とフェリシアン化カリウムとが混合す
る。ただし、フェリシアン化イオンは、それ単独ではコレステロールまたはコレステロー
ルエステルと反応することができないので、第一の反応試薬領域１４ａでは単に試薬同士
が混合される。
【００７７】
　第一の反応試薬領域１４ａにおいて、血液と試薬との混合が十分になされた後、第二の
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電極対に対して、電極５５と５６で構成された第三の電極対の電圧よりも＋２～３Ｖ程度
高い電圧をかける。第三の電極対は、第二の電極対よりも空気口２５ｂ側に隣接する電極
対であるから、第一の電極対と第二の電極対との境界部で静止した血液は、第三の電極対
の露出部を覆うように拡がり始め、結果的に第三の電極対に挟まれた第二の反応試薬領域
１４ｂまで誘導される。第二の反応試薬領域１４ｂでは、第二の反応試薬層に血液が溶解
する。ここで、既に第一の反応試薬領域１４ａの成分が溶け込んだ血液に、第二の反応試
薬層１４ｂの成分が混合され、新たな反応が起こる。
【００７８】
　本測定の第二の反応試薬領域１４ｂは、ＣｈＥ、およびＣｈＯＤを主成分とするため、
血液中のコレステロールエステルがＣｈＥによりコレステロールに変化する。この血液は
、変化したコレステロールと、元来血液に含まれていたコレステロールとが共存した状態
にある。ここで、各コレステロールは、ＣｈＯＤによりコレステノンに酸化される。また
、血液中のフェリシアン化カリウムが、フェロシアン化カリウムに還元される。
【００７９】
　第二の反応試薬層には、血液の濡れ性を高めないようにするため、界面活性剤を含有さ
せない場合がある。界面活性剤がないと、ＣｈＥによってコレステロールエステルがコレ
ステロールへと変化する反応速度は比較的緩やかとなる。よって、ＣｈＥの濃度やその比
活性にもよるが、第二の反応試薬層での反応時間は少なくとも１０分程度を必要とする。
【００８０】
　第二の反応試薬領域１４ｂでの反応が完了した後に、第三の電極対に対して、電極５７
と５８で構成された第四の電極対の電圧よりも＋２～３Ｖ程度高い電圧をかける。第二の
電極対と第三の電極対との境界部で静止していた血液は、第四の電極対の露出部を覆うよ
うに拡がり、結果としてより空気口２５ｂ側に移動する。第四の電極対は、空気口２５ｂ
まで伸びるように形成されているので、血液は空気口２５ｂに到達して静止する。
【００８１】
　血液は、基板１１上の第四の電極対に挟まれている検出領域１５に誘導される。検出領
域１５は、電極を形成するための金属薄膜によって覆われておらず、光透過性の高い電気
絶縁性を有する基板１１が露出している。また、カバー１３は、光透過性の高い材料で形
成されている。よって、例えば、目視により反応後の血液の色を観察して、予め作成して
おいた反応前の血液の色の見本と比較すれば、血液と試薬との反応の程度を確認すること
ができる。またフェリシアン化カリウムの減少量を吸光度によって測定すれば、フェロシ
アン化カリウムの定量が可能であり、血中コレステロール濃度が定量できる。また、フェ
リシアン化イオンの減少量は、酸化反応により減少するコレステロールの量に対応する。
そのため、フェリシアン化イオンの減少量を検出領域１５で定量すれば、コレステロール
濃度を算出することも可能である。
【００８２】
　複数の試薬を含有する反応試薬層を一箇所に配置すれば、保存期間の長さにつれて試薬
の劣化が起こるため保存安定性に欠ける。一方、上記のように複数の試薬をそれぞれ別の
領域に配置すれば、試薬の保存安定性が格段に向上する。また、各試薬をそれぞれ別の領
域に配置すれば、反応の順序も適宜制御することができるので、より分析精度の高い測定
が可能となる。さらに、複数の反応試薬領域を任意の間隔をもたせて配置すれば、保存さ
れる試薬同士が混ざり合うことがないので、分析精度はよりいっそう向上する。
【００８３】
　次に、電極を用いて電気的に試料液の変化を検出する方法について説明する。電極を用
いて電気的に試料液の変化を検出する場合には、図４に示すような試料液分析チップ１０
０を用いればよい。試料液分析チップ１００は、測定用電極対を追加した基板を用いた以
外は、図１で示した試料液分析チップと同じである。そのため、試料液分析チップ１０で
説明した部材と同じものには同符号を付し、説明は省略する。また、光透過性を有するカ
バー１３の図示は省略する。以下の説明では、試料液である血漿中のコレステロール濃度
を測定する形態を例示する。
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【００８４】
　試料液分析チップ１００を構成する基板１１１上には、第一の反応試薬領域１４ａと第
二の反応試薬領域１４ｂのほかに、第三の反応試薬領域１４ｃが形成されている。第三の
反応試薬領域１４ｃは、試料液移送路２５内のもっとも空気口２５ｂ側であり、後述する
測定用電極対６０（図５参照）の表面を覆うようにして配置される。
【００８５】
　試料液を血漿とする場合、第一の反応試薬領域１４ａ、および第二の反応試薬領域１４
ｂには、いずれもフェリシアン化カリウムを主成分とした反応試薬層を配置することが好
ましい。また、第三の反応試薬領域１４ｃには、ＣｈＥ、およびＣｈＯＤを主成分とする
反応試薬層を配置することが好ましい。試料液移送路２５のもっとも下流に位置する第三
の反応試薬領域１４ｃの反応試薬層には、ＣｈＥの触媒活性を向上させるための界面活性
剤、例えば、ＴｒｉｔｏｎＸ－１００、コール酸ナトリウム、オクチル－β－ｄ－チオグ
ルコシドなどを含ませてもよい。界面活性剤が血漿に混入すれば、試料液移送路２５の内
壁に対する血漿の濡れ性が向上するため、血漿の移送を制御することが難しくなるが、一
方、測定用電極対を覆う第三の反応試薬領域１４ｃに界面活性剤を含ませることで、反応
に必要な試薬が測定用電極対の近傍から流出することを極力抑えることができる。
【００８６】
　図５に示すように、試料液分析チップ１００を構成する基板１１１上には、血漿の移送
を制御するための第一～第四の電極対のほかに、測定用電極対６０が形成されている。測
定用電極対６０は、１対の電極である測定極６１と対極６２とから構成されており、試料
液移送路２５の内壁の一部、好ましくは底面に配置されている。測定極６１と対極６２と
によって試料液中の物質、または試料液中の物質と反応試薬との化学反応によって生成し
た物質の酸化反応、あるいは還元反応による電流値を測定することにより、試料液中の特
定の物質の濃度が検出できる。また、測定極６１と隣接した電極５８との間、および対極
６２と隣接した電極５７との間には、それぞれ溝７７および７８が設けられている。
【００８７】
　測定用電極対６０を構成する測定極６１、および対極６２は、いずれも導体または半導
体からなる平面電極である。測定極６１は、検出領域１５の中央部に配置されている。こ
の測定極６１の近傍には、測定極６１を取り囲むようにして対極６２が配置されている。
測定局６１、および対極６２は、個々に独立させた電極として形成してもよいし、１つの
導体あるいは半導体を２つに分割したものでもよい。また、本実施形態では測定用電極対
を１つ設置した形態を示したが、測定用電極対の設置数は特に限定されず、１つまたは２
つ以上を設置すればよい。
【００８８】
　測定極６１の幅は、試料液移送用の電極対と試料液移送路２５の幅との関係で規定され
る。試料液の変化を検出するという測定極６１としての機能を十全に発揮させるためには
、測定極６１の幅が０．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下であることが好ましく、より好ましく
は０．２ｍｍ以上０．６ｍｍ以下である。また、試料液移送用の電極対と測定用電極対と
は、導線（リード線）を介して外部の端子と接続されていることが好ましい。これにより
、外部に設置した電気化学測定装置などと容易に接続できる。導線の材料には、一般的に
知られている導体を用いることができるが、中でも、金、白金、銀、銅、パラジウムなど
が好適に用いられる。
【００８９】
　前述した試料液の移送制御方法にしたがって、試料液供給部Ａに滴下した血漿を試料液
移送路２５内の第三の反応試薬領域１４ｃまで誘導する。第三の反応試薬領域１４ｃの表
面まで血漿を誘導した後、測定用電極対６０にパルス電圧をかける。このとき、フェロシ
アン化カリウムがフェリシアン化カリウムになる酸化反応による電流値が測定される。そ
の測定された電流値から血漿中のフェロシアン化カリウムの濃度を定量することによって
、血中コレステロール濃度を定量することができる。
【００９０】
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　［本発明の試料液分析チップの製造方法］
　本発明の試料液分析チップは、発明の効果を損なわない限り任意の方法で製造できるが
、以下好ましい製造方法について説明する。
【００９１】
　本発明の試料液分析チップは、（Ａ）基板に相当する絶縁性のフィルム状基板上に試料
液移送用の電極対、および必要に応じて、電気的あるいは化学的に試料液の変化を検出す
るための測定用電極対を形成する工程と、（Ｂ）基板上に反応試薬層を形成する工程と、
（Ｃ）基板とカバーとを、基板の両端部に配置した１対のスペーサを介して貼り合わせる
ことにより、両端が解放された試料液移送路を形成する工程と、を経て製造できる。各工
程を実施する順番は特に限定されないが、作業性の面から、最後に（Ｃ）工程を実施する
ことが好ましい。
【００９２】
　（Ａ）の工程においては、電気絶縁性の基板の上に試料液を移送するための複数の電極
対、および必要に応じて測定用電極対を形成する。
【００９３】
　電極対を形成する方法としては、例えば、基板の表面にスパッタまたは蒸着によって金
属薄膜を形成した後、金属薄膜の一部を除去することによって各電極間に断線部を形成す
る方法が挙げられる。金属薄膜の一部を除去する方法は、ヤスリ状のバイトを装着したリ
ューターで物理的に掻きとる方法や、金属薄膜に吸収される波長のレーザーを照射し、照
射部分の金属薄膜を飛散させる方法を用いることが可能である。中でも、ＹＡＧレーザー
は、ＰＥＴには吸収されず、金、パラジウムなどの貴金属には吸収されるので有用である
。上記のように電極を形成すれば、基板を露出させて形成される絶縁状態の断線部は、線
状に形成することができるので、この線幅によって電極間のギャップとして採れる最短距
離を得ることが可能となる。よって、複数の電極対を形成する場合には、非常に有効な方
法である。
【００９４】
　電極対を形成する他の方法として、スパッタや蒸着によって所望のパターンの金属薄膜
を基板表面に形成する方法がある。この方法は、前述の方法とは異なり、電極対を構成す
る電極の平面形状に相当する部分以外をマスク板によって覆った状態で、基板に金属薄膜
を形成する。この方法を用いると、基板上の任意の位置に電極を形成し、かつ金属薄膜で
被覆されない領域を精度良く形成することが可能である。例えば、透明なＰＥＴ製の基板
に電極対を構成し、かつ、検出領域には金属薄膜を形成しないようにすれば、検出領域で
光学的に試料液の変化を検出する試料液分析チップを容易に得ることが可能である。
【００９５】
　さらに、電極対を形成する別の方法として、金属粒子を混ぜ込んだペーストをスクリー
ン印刷によって基板に塗布する方法もある。この方法は、スパッタや蒸着の装置が無くて
も実施可能な、比較的間便な方法である。しかし、電極形状の寸法精度は前述した２法よ
り若干劣る場合が多いので、精密、あるいは微小な電極形状の形成には適さないことがあ
る。
【００９６】
　平面電極である測定用電極対を形成する場合には、導体を含むペーストの印刷により形
成するか、スパッタ法、蒸着法などの公知の方法を用いて形成することができる。また、
平面電極は、ポリエチレンテレフタレートなどの基板表面に、金、白金、銀、銅、パラジ
ウム、クロム、カーボンなどを薄膜状に蒸着して形成してもよい。導体の材料は、試料液
中で電気化学的に反応してイオン化したり、酸化作用や還元作用を受けたりするものでな
いことが好ましい。
【００９７】
　（Ｂ）の工程において、基板上に所望の数の反応試薬層を形成する。反応試薬層を配置
する箇所についての留意点は、前述した通りである。反応試薬層の形成方法は特に限定さ
れず、例えば、予め、試薬を任意の溶媒に溶解させた試薬溶液を基板上に滴下した後、乾
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燥する方法が挙げられる。乾燥によって試薬溶液が固化することにより、試薬を含む層、
すなわち反応試薬層が形成される。ここで、試薬を滴下する部位は、試料液移送路の内壁
となる部位であることが好ましい。より好ましくは、基板表面の試料液移送路の内壁とな
る位置であって、試料液移送用の電極対に挟まれた非電極領域であるか、もしくは測定用
電極対などの検知領域を覆う位置である。試薬溶液の滴下には、ピペット、あるいは機械
的な吐出装置（ディスペンサ）などが好適である。吐出装置として、例えば、武蔵エンジ
ニアリング社製ディスペンサ「ＳＭＰＩＩＩ」を用いると、１回の滴下量として、５０ｎ
ｌ程度から５μｌ程度まで精度良く滴下できる。
【００９８】
　試薬溶液を乾燥させる方法は、例えば、送風によって乾燥する方法が挙げられる（風乾
乾燥法）。風乾乾燥法を行う場合には、試薬の変性が問題にならない範囲で加熱した風を
用いることもできる。ただし、通常は、試薬の変性を抑えるためにも、室温での乾燥が好
適である。乾燥時間は、周囲の環境や試薬溶液の組成、あるいは試薬溶液の滴下量によっ
て大きく異なることから、各条件に応じて適宜決定する。一般的に、試料液分析チップで
用いられる反応試薬では、約１０分から１時間程度の乾燥によって反応試薬層となる場合
が多い。
【００９９】
　また、試薬溶液の乾燥には凍結乾燥法を用いてもよい。凍結乾燥法によって形成される
反応試薬層は、滴下した溶液の体積とほぼ同じ体積であり、内部に空隙を有するため、試
料液中へと速やかに溶解する。さらに、溶媒を昇華させることにより乾燥する凍結乾燥法
を用いれば、溶媒を蒸発させる風乾の場合よりも乾燥後の反応試薬層における残留水分量
を少なくすることができるので、反応試薬層において酵素や抗体などを、その特性を損な
わずに保存することができる。
【０１００】
　凍結乾燥方法における乾燥条件も風乾乾燥法と同様に特に限定されるものではなく、試
薬溶液の種類などに応じて適宜選択すればよい。以下に、滴下した約１μｌの試薬溶液を
凍結乾燥法によって乾燥する手順の一例を示す。
　（０）基板表面の所定の位置に１μｌ程度の試薬溶液を滴下する。
　（１）試薬溶液を滴下した後、予備凍結させた基板を－４０℃、常圧雰囲気に置く。こ
のとき、凍結乾燥機内温度設定を－４０℃にしておき、実際に基板温度が－４０℃になる
まで待つ。
　（２）－４０℃に冷却した基板を真空環境下におき、－４０℃で１５分間放置する。
　（３）真空にて、－４０℃から－１０℃まで２時間かけて加熱する。
　（４）真空、－１０℃で１時間放置する。
　（５）真空にて、－１０℃から２５℃まで２時間かけて加熱する。
　（６）真空、２５℃の環境下で２時間程度放置する。
【０１０１】
　（Ｃ）の工程において、（Ａ）および（Ｂ）の工程で作製した基板、およびカバーを、
スペーサを介して貼り合わせる。１対のスペーサを用いる場合には、各スペーサを対向さ
せて基板上の左右両端に配置することが好ましい。スペーサ同士の間隔は、所望とする試
料液移送路の幅に応じて適宜調節される。また、基板とカバーとを貼り合わせる場合には
、接着強度を上げるために接着剤や熱プレスを用いることもできる。中でも、大型装置を
必要としないなどの加工容易性の観点からは接着剤が有用である。接着剤は、前述したよ
うなアクリル樹脂系など公知のものを用いればよい。
【実施例】
【０１０２】
　［実施例１］
　実施例１では、図１に示す構造の試料液分析チップ１０を用いた。基板１１上には、金
薄膜からなる電極５１～５８を形成した。電極５１～５８は、電極対を構成する電極同士
が試料液移送路を基準に対称であり、各電極の試料液移送路に沿った下流側の端部が略三
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角形状であり、各電極は、試料液が流れる方向に対して鋭角を成す溝で分離されたパター
ンを有する。
【０１０３】
　ステンレス板に所望とする電極の形状をくり貫いてマスクを作製した後、厚みが０．２
ｍｍの透明なポリカーボネート板にマスクを重ねてから、スパッタ装置によって金からな
る薄膜であり、図２で示した形状の電極５１～５８を形成した。ポリカーボネート板の寸
法は、幅を５．５ｍｍであり、長さを１９ｍｍとした。また、電極対同士の境界に設けた
断線部の間隔は、０．１ｍｍとした。電極５１～５８は、試料液移送路を基準に対称とし
て配置し、電極対を構成する電極同士の間隔であって、電極として作用しない非電極領域
の幅ｘ２を１．０ｍｍとした。
【０１０４】
　試料液移送路２５の幅Ｘが１．４ｍｍ、長さが５．０ｍｍとなるように、基板１１上に
スペーサ１２を配置した。このとき、スペーサ１２の配置を調節することによって、試料
液移送路２５内に所望とする大きさの露出部を形成した。各電極は、試料液移送路２５の
側壁から試料液移送路２５の中央側に向かって露出させた。露出させた幅ｘ１を０．２ｍ
ｍとした。試料液移送路２５の中央部にある非電極領域は、金の薄膜である電極が設置さ
れておらず、透明なポリカーボネート基板を露出させた領域である。また、各電極５１～
５８の端部には、外部の測定機器へと接続が可能な端子を形成した。
【０１０５】
　第一の電極対を構成する電極５１と５２の大部分を、試料液移送路２５の外側である試
料液供給部Ａの内部に配置した。一方で、電極５１と５２の下流端部を、流入口２５ａ付
近まで到達するように下流側に向かって突出させた。流入口２５ａ付近に配置した電極５
１と５２の端部の形状は、図２に示すような楔形の形状を有している。第二の電極対を構
成する電極５３と５４は、電極５１と５２と溝７１と７２を介して隣接し、試料液移送路
２５の外側に存在する部位と、試料液移送路２５内に露出した露出部とを含む。また、第
四の電極対を構成する電極５７と５８のうち、流入口２５ａ側であり、かつ試料液の流れ
に対して垂直向きの一辺と、この一辺と平行である第三の電極対の空気口２５ｂ側の一辺
とを近接して設けた。このとき、第四の電極対のうち流入口２５ａの一辺と、第三の電極
対の空気口２５ｂ側との一辺との間隔を均一とした。第四の電極対の空気口２５ｂ側の端
部を空気口２５ｂと同一線上に配置した。
【０１０６】
　試料液分析チップを組み立てる際には、第二、第三の電極対に設けられた露出部の形状
が平行四辺形となるように、また、第四の電極対の形状が台形となるようにスペーサ１２
の位置を調節した。第二、第三の電極対の露出部の寸法は、平行四辺形をなす長辺、すな
わち試料液移送路２５側壁側の一辺の長さが１．３ｍｍであり；平行四辺形をなす短辺、
すなわち試料液移送路２５の中央部に向かって突出し、試料液移送路に対して鋭角をなす
一辺の長さが約０．６６ｍｍであった。また、露出部の幅ｘ１は０．２ｍｍであった。こ
の露出部の幅ｘ１は、試料液移送路２５側壁側の一辺から試料液移送路２５の中央側の一
辺までの垂線の長さとする。
【０１０７】
　また、基板１１上には、電極として作用しない試料液移送路２５の内部に、第一の反応
試薬領域１４ａ、および第二の反応試薬領域１４ｂを形成した。第二の反応試薬領域１４
ｂは、第一の反応試薬領域１４ａと隣接した空気口２５ａ側に設置した。本実施例の第一
の反応試薬領域１４ａには、以下に示すフェリシアン化カリウムを主成分とした反応試薬
層を配置し、第二の反応試薬領域１４ｂには、ＣｈＯＤ、およびＣｈＥを主成分とする反
応試薬層を配置した。以下に、第一の反応試薬領域１４ａ、および第二の反応試薬領域１
４ｂの詳細を示す。
【０１０８】
　［第一の反応試薬領域］
　７０ｍｍｏｌ／ｌのフェリシアン化カリウム；０．０５ｗｔ％のカルボキシメチルセル
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ロース（ＣＭＣ）；タウリン１．３３ｗｔ％；マルチトール０．１ｗｔ％を含む混合溶液
Ａを調製した。基板１１上の試料液移送路２５となる領域であって、第二の電極対に挟ま
れた電極が形成されていない領域に、調製した混合溶液Ａを０．１μｌ滴下して液膜を形
成した。この液膜を、室温２５℃中の実験室内で乾燥固化させることによって第一の反応
試薬領域１４ａに反応試薬層を形成した。この反応試薬層は、第二の電極対で挟まれた領
域の中間地点を中心とした、直径が約０．９ｍｍの円盤状の層である。
【０１０９】
　［第二の反応試薬領域］
　ノカルジア由来のコレステロールオキシダーゼ（ＣｈＯＤ）を０．７５キロユニット／
ｍｌ（約２．３４ｗｔ％）；シュードモナス由来のコレステロールエステラーゼ（ＣｈＥ
）を２キロユニット／ｍｌ（約１．１ｗｔ％）；タウリン１ｗｔ％；マルチトール０．２
５ｗｔ％；ＣＭＣ０．２ｗｔ％を水に溶解させた混合溶液Ｂを調製した。次に、基板１１
上の試料液移送路２５となる領域であって、第一の反応試薬領域１４ａと隣接して空気口
２５ｂ側に配置された第三の電極対によって挟まれたところに、調製した混合溶液Ｂを０
．１μｌ滴下して液膜を形成した。この液膜を、第一の反応試薬領域１４ａに設けた反応
試薬層と同じように室内で乾燥させて、直径が約０．９ｍｍの円盤状の反応試薬層を形成
した。この反応試薬層も電極が形成されていない領域に形成した。
【０１１０】
　スペーサ１２として、厚さが５０μｍであり、長さが５．０ｍｍ、幅が２．０ｍｍであ
るＰＥＴ基板を２枚準備した。このＰＥＴ基板のうち基板１１、およびカバー１３が貼り
合わされる面には、アクリル系接着剤を塗布した。スペーサ１２を、スペーサ１２同士の
間隔が１．４ｍｍとなるように基板１１上の所望の位置に取り付けた後、厚さ１００μｍ
の透明なポリカーボネート製のカバー１３をスペーサ１２と接着させることにより、試料
液分析チップ１０を形成した。
【０１１１】
　［測定操作］
　試料液として血漿を使用した。０．５μｌの血漿を、流入口２５ａに接するように流入
口２５ａの手前に滴下した。滴下した血漿は、流入口２５ａ近傍にある第一の電極対、お
よび第一の電極対に対して空気口２５ｂ側に隣接しており、かつその一部分が試料液の流
入口２５ａから試料液移送路２５内に侵入している第二の電極対のいずれの電極対にも接
するようにした。血漿が流入口２５ａ付近に適宜滴下されたことを目視によって確認した
後、第一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも＋２．５Ｖの電圧をかけた。する
と、血漿は速やかに第二の電極対に設けられた露出部を覆うように拡がり、結果的に試料
液移送路２５内に流入してから、第二の電極対と第三の電極対との境界部で静止した。目
視によって第一の反応試薬層の色の変化を観察していたところ、第一の反応試薬領域に血
漿が接触し、反応試薬層が血漿に徐々に溶解するのが確認された。
【０１１２】
　予め、第二の電極対と、第二の電極対と隣接して下流側に配置された第三の電極対との
間の抵抗値を、各々の電極が接続された測定装置によって測定していたところ、抵抗値が
急激に低下した。これにより、血漿の先端が、第二の電極対と第三の電極対との境界部に
到達し、血漿の先端が第三の電極対に接触したものと判断できたので、第一および第二の
電極対に対する電圧の印加を停止した。第三の電極対の一部に、血漿の先端が速やかに接
触した理由としては、第二の電極対の露出部が、試料液移送路２５の中央側の下流端部が
試料液移送路２５の下流側に向かって突出していることに起因すると思われる。
【０１１３】
　目視によって第一の反応試薬領域での反応試薬層の色の変化を観察し、反応試薬層と血
漿との反応具合を判断した。第一の反応試薬領域において反応試薬層と血漿とが反応し始
めてから約１０秒後に、反応試薬層の色の変化によって反応試薬層が血漿に完全に溶解し
たであろうことを確認した。その後すぐに、第二の電極対に対して、第三の電極対の電圧
よりも＋２．５Ｖ高い電圧をかけたところ、第三の電極対の露出部を覆うように血漿が拡
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がり始め、第三の電極対に挟まれた試料液移送路２５の中央部に拡がりながら第二の反応
試薬領域１４ｂの試薬を溶解させ始めた。ここでも、予め、第三の電極対と、第三の電極
対と隣接して下流側に配置された第四の電極対との境界部に感知領域を設置して、抵抗値
を測定していたところ、抵抗値が急激に低下した。これより、血漿が、第三の電極対と第
四の電極対との境界部に移動し、血漿の先端が第四の電極対に接触したものと判断できた
ので、第二の電極対と第三の電極対とに対する電圧の印加を停止した。
【０１１４】
　第二の反応試薬領域１４ｂに誘導された血漿には、第一の反応試薬領域１４ａに設けら
れた反応試薬層が溶解している。この血漿の先端は、第三の電極対に挟まれた領域に移動
しているが、その一方で、血漿の後方部分は、第三の電極対に挟まれた領域まで移動して
いない。そのため、血漿を下流側へ移送すると、血漿の後方部分は、第二の反応試薬領域
１４ｂの反応試薬層が溶解することなくそのまま空気口２５ｂ側に移動した。目視によっ
て血漿の後方部分を観察したところ、第一の反応試薬領域１４ａの反応試薬層中に含まれ
るフェリシアン化カリウム由来の黄色であったことから、フェリシアン化カリウムを高濃
度で含むと思われる。
【０１１５】
　目視によって第二の反応試薬領域１４ｂ近傍を観察していたが、反応試薬層が血漿に溶
解する現象はあまり明確に確認できなかった。第二の反応試薬領域１４ｂに含まれている
反応試薬層には、ＣｈＤＨとＣｈＥが含まれていることから、第一の反応試薬領域に含ま
れていたフェリシアン化物イオンと、血漿中のコレステロールの酸化還元反応、およびそ
れに先立ってＣｈＥによる血漿中のコレステロールエステルがコレステロールへ変化する
反応が生じていると推測される。なお、実施例１の試料液分析チップ１０では、ＣｈＥの
活性亢進のための界面活性剤を添加していないため、反応には相当時間がかかると判断し
、血漿を第二の反応試薬領域１４ｂに移動させた状態で１０分待機した。
【０１１６】
　その後、第三の電極対に対して、第四の電極対の電圧よりも＋２．５Ｖ高い電圧をかけ
たところ、血漿は、第四の電極対の露出部を覆うように拡がっていき、試料液移送路２５
内のさらに下流側へ移動した。第四の電極対は、空気口２５ｂまで伸びているので、血漿
は空気口２５ｂまで到達した後、ここで静止した。このとき、基板１１表面の第四の電極
対に挟まれた領域には、電極を形成する金の薄膜が無く、透明で電気絶縁性の基板１１が
剥き出しとなった検出領域１５が配置されている。本実施例では、光透過性の高い材料で
形成されたカバー１３を用いているので、検出領域１５では、目視によって血漿の色を観
察した。観察された血漿の色と、色見本とを比較することによりコレステロール濃度を算
出できた。色見本とは、予め、所定の濃度のコレステロールを反応させたときの色を記録
したものである。以上より、作製した試料液分析チップ１０では、複数の反応試薬層を形
成しているにも関わらず、血漿の移送を好適に制御することができ、かつ、光透過性の高
い材料で形成されたカバー１３を用いることによって、良好な視認性を実現させて血漿の
反応変化を光学的に確認できた。
【０１１７】
　［実施例２］
　本実施例では、実施例１と同じように血漿を試料液とした。また、図５に示した測定用
電極対６０（測定極６１、対極６２）を試料液と試薬との反応を検出するための検出手段
とした。基板１１である、０．１８８ｍｍのＰＥＴ板に、スパッタ装置を使用してパラジ
ウム薄膜を形成し、更に、ＹＡＧレーザーで０．１ｍｍの線幅でこのパラジウム薄膜に剥
離部分を設けることで、図４の形状の電極５１～５８、および測定極６１と対極６２とか
ら構成された測定用電極対６０を形成した。このＰＥＴ板の寸法、試料液移送路の寸法、
基板の構成は、実施例１と同じである。基板１１上の電極の配置も、試料液送液用の電極
系についても実施例１とほぼ同じであるが、電極系を構成する電極対のうち、試料液移送
路のもっとも下流側に位置し、電極５７と５８から構成された第四の電極対の形状を実施
例１から変更した。第四の電極対は、空気口２５ｂ側の下流端部を空気口２５ｂまで延長
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させずに配置した。対極６２は、電極５７と５８に隣接して基板１１の中央側に配置した
。このとき、対極６２の幅を試料液移送路２５の幅よりも大きくして、空気口２５ｂを対
極６２で占有した。
【０１１８】
　測定極６１は、試料液移送路２５の幅の中央部分で、測定極６１の空気口２５ｂ側の端
部が空気口２５ｂと接している。測定極６１の寸法は、幅が０．６ｍｍであり、試料液の
流入方向の長さが１．３ｍｍの長円形の電極とした。また、測定極６１には、空気口２５
ｂ側の端部から基板１１の端部まで、幅が０．１５ｍｍのリード線を配置し、このリード
線を外部機器との接続のための端子とした。対極６２は、測定極６１を囲むように隣接し
て配置した。対極６２にも測定極６１と同じように外部機器との端子を形成するために、
空気口２５ｂ側の端部から基板１１の端部までリード線が配置されている。
【０１１９】
　［第一、第二の反応試薬領域］
　第一の反応試薬領域１４ａ、および第二の反応試薬領域１４ｂを形成する位置は、実施
例１と全く同じであるが、本実施例では、いずれの反応試薬領域１４ａ，１４ｂにも、同
じ組成、すなわち電子メディエータであるフェリシアン化カリウムを主成分とする反応試
薬層を配置した。７０ｍｍｏｌ／ｌのフェリシアン化カリウム；０．０５ｗｔ％のカルボ
キシメチルセルロース（ＣＭＣ）；タウリン１．３３ｗｔ％；マルチトール０．１ｗｔ％
を含む混合溶液Ｃを調製した。そして、調製した混合水溶液Ｃを０．１μｌ、試料液移送
路２５の流入口２５ａ付近に滴下し液膜を形成した後、乾燥することによって反応試薬層
を形成した。混合溶液Ｃの滴下や乾燥条件などは、実施例１と同じとした。
【０１２０】
　［第三の反応試薬領域］
　第三の反応試薬領域１４ｃは、測定用電極対６０の表面を被覆するように配置した。本
実施例では、第三の反応試薬領域１４ｃは、反応領域として作用するほかに検出領域とし
ても作用する。第三の反応試薬領域１４ｃに配置される反応試薬層には、第三の反応試薬
領域１４ｃでの反応試薬層と試料液との反応時間の短縮を目的として、ＣｈＥの活性を促
進させる界面活性剤を添加した。血漿が界面活性剤を含む反応試薬層に溶解すると、血漿
の試料液移送路２５内壁に対する濡れ性が向上するため、電極対へ電圧をかけないときに
も、血漿が自発的に空気口２５ｂ側に移動するおそれがある。ところが、本実施例のよう
に、もっとも空気口２５ｂ側に近い第三の反応試薬領域１４ｃに界面活性剤を含ませた反
応試薬層を設けても、隣接する反応試薬領域に血漿が自発的に移動するおそれが低いこと
から、分析精度を損なうことがない。
【０１２１】
　第三の反応試薬領域１４ｃの組成、形状、および形成方法は以下の通りである。ノカル
ジア由来のコレステロールオキシダーゼ（ＣｈＯＤ）を０．７５キロユニット／ｍｌ（約
２．３４ｗｔ％）；シュードモナス由来のコレステロールエステラーゼ（ＣｈＥ）を２キ
ロユニット／ｍｌ（約１．１ｗｔ％）；およびコレステロールエステラーゼの反応を活性
化させる作用を有する界面活性剤であるポリオキシエチレン－ｐ－ｔ－オクチルフェニル
エーテル（ＴｒｉｔｏｎＸ－１００）を０．５ｗｔ％；界面活性剤であるコール酸ナトリ
ウム塩を７５ｍｍｏｌ／ｌ；タウリン１ｗｔ％；マルチトール０．２５ｗｔ％；ＣＭＣ０
．２ｗｔ％を水に溶解させた混合溶液Ｄを調製した。次に、調製した混合溶液Ｄを、測定
極６１の中心部分に０．１μｌ滴下し、第一、第二の反応試薬領域に配置した反応試薬層
と同じように、室内で乾燥させた。これにより、測定極６１を中心に、直径が１．４ｍｍ
の円盤状の反応試薬層を形成した。
【０１２２】
　［測定操作］
　作製した試料液分析チップ１００に試料液として血漿を供給した。実施例１と同じよう
に、０．５μｌの血漿を流入口２５ａに接するように流入口２５ａの手前に滴下した。ま
た、血漿は、流入口２５ａ近傍にある第一の電極対（電極５１と５２）と、この電極対に
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対して空気口２５ｂ側に隣接し、かつその一部分が流入口２５ａから試料液移送路２５内
に侵入している第二の電極対（電極５３と５４）のいずれの電極対にも接するようにした
。
【０１２３】
　そのすぐ後、第一の電極対に対して、第二の電極対の電圧よりも＋２．５Ｖ高い電圧を
かけたところ、血漿は、第二の電極対の露出面を覆うように速やかに拡がり、結果として
、試料液移送路２５内に流入した後、第二の電極対と、電極５５と５６から構成された第
三の電極対との境界部で静止した。また、予め、第二の電極対と、第二の電極対よりも空
気口２５ｂ側に隣接した第三の電極対との間に感知領域を設置して、感知領域での抵抗値
を常時測定していたところ、抵抗値が急激に低下した。このとき、目視によって試料液移
送路２５内を観察すると、血漿の先端部分が電極５５と５６の上流側端部に接触したので
、第一、第二の電極対に対する通電を停止した。このとき、目視によって電極５３と５４
に挟まれた第一の反応試薬領域１４ａにも血漿が接触し、反応試薬層に血漿が徐々に溶解
するのを反応試薬層の色の変化により確認できた。第二の電極対と第三の電極対との境界
部で静止した血漿の一部が、速やかに第三の電極対に接触した理由としては、実施例１と
同様に、第二の電極対を構成する電極５３と５４の露出部を、試料液移送路２５の中央側
の下流端部を試料液移送路２５の下流側に向かって突出した形状としたためであると推察
される。
【０１２４】
　目視によって第一の反応試薬領域１４ａでの反応試薬層の色の変化を観察し、反応試薬
層と血漿との反応具合を判断した。反応試薬層と血漿とが反応し始めてから約１０秒後に
、反応試薬層が血漿に完全に溶解したであろうことが確認できたので、第二の電極対に対
して、第三の電極対の電圧よりも＋２．５Ｖ大きい電圧をかけた。すると、第三の電極対
の露出部を覆うように血漿が拡がり始め、第三の電極対に挟まれた試料液移送路２５の中
央部に拡がりながら第二の反応試薬領域１４ｂに到達し、反応試薬層が血漿に溶解し始め
た。ここでも、予め、電極５５と５６と、その下流側に隣接する電極５７と５８との境界
部に感知領域を設置して、抵抗値を測定していたところ、抵抗値が急激に低下した。これ
により、血漿が、第三の電極対と第四の電極対との境界部に到達し、血漿の先端が第四の
電極対に接触したものと判断されたので、第二の電極対と第三の電極対とに対する電圧の
印加を停止した。なお、第二の反応試薬領域１４ｂの反応試薬層は、第一の反応試薬領域
１４ａでの反応試薬層と同様に、血漿への溶解性が良好であった。
【０１２５】
　その後、第三の電極対に対して、第四の電極対の電圧よりも＋２．５Ｖ高い電圧をかけ
た。すると、血漿は、第四の電極対を構成する電極５７、５８の露出部を覆うように拡が
り、酵素と界面活性剤を含む第三の反応試薬領域１４ｃに接触してから空気口２５ｂまで
迅速に到達した。血漿が空気口２５ｂまで移動した理由は、第四の電極対を構成する電極
５７と５８の形状が、第三の反応試薬領域１４ｃとの境界部までしか形成されていないた
めと思われる。通電によって濡れ性を向上させることにより血漿の移送を制御できるのは
、第三の電極対と第四の電極対との境界部までである。ところが、血漿の一部が第三の反
応試薬領域１４ｃに接触し、反応試薬層が血漿に溶解したため、第三の反応試薬領域１４
ｃに含まれる界面活性剤が血漿中に溶け込むことにより、血漿が自発的に空気口２５ｂ部
分まで移動したと考えられる。
【０１２６】
　血漿が空気口２５ｂまで到達してから２分後に、第三の反応試薬領域１４ｃの下面に形
成された測定極６１に対して、対極６２の電圧よりも＋４００ｍＶ高い電圧をかけた。測
定用電極対６０に対して電圧をかけてから４秒後の電流値を測定したところ、コレステロ
ールの濃度に依存すると思われる電流値の変化を測定することができた。また、同様の測
定を標準血清、およびこれを生理食塩水で希釈した試料について行った結果、図６に示す
ように、コレステロール濃度に依存した電流値を観測することができた。
【産業上の利用可能性】
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【０１２７】
　本発明の試料液分析チップは、簡易な構造でありながら、チップ内で試料液と試薬との
迅速かつ確実な分析が可能である。このため、本発明に係る試料液分析チップは、血液成
分測定装置などのようなＰＯＣＴ用の分析装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】（ａ）は、本発明に係る試料液分析チップの形態の一例を示す概略図であり、（
ｂ）は試料液分析チップを試料液の流れにそって切断した断面図である。
【図２】図１に示す試料液分析チップを上から見た概略図である。
【図３】試料液分析チップを構成する基板のうち、試料液移送路付近を拡大した概略図で
ある。
【図４】本発明に係る試料液分析チップの形態の一例を示概略図である。
【図５】図４に示す試料液分析チップを上から見た概略図である。
【図６】実施例２において試料液分析チップをコレステロールセンサに適用した場合の、
コレステロールセンサで測定された電流値と、測定に用いた試料液（血漿）の希釈率との
相関図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１１　基板
　１２　スペーサ
　１３　カバー
　１４　反応試薬領域
　１４ａ　第一の反応試薬領域
　１４ｂ　第二の反応試薬領域
　１４ｃ　第三の反応試薬領域
　１５　検出領域
　２５　試料液移送路
　２５ａ　流入口
　２５ｂ　空気口
　５１～５８　電極
　６０　測定用電極対
　６１　測定極
　６２　対極
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